
大阪市立真田山小学校

4月 5月 6月 7月 8月 9月

4月26日 5月26日 6月28日 7月26日 8月26日 9月27日 年間合計

児童費 3,600 3,600 7,200

100×口数 100×口数 100×口数

×6か月分 ×6か月分 ×12か月分

手数料 110 110 220

児童費 2,400 2,400 2,300 7,100

100×口数 100×口数 100×口数 100×口数

×4か月分 ×4か月分 ×4か月分 ×12か月分

手数料 110 110 110 330

児童費 3,700 3,700 3,600 11,000

100×口数 100×口数 100×口数 100×口数

×4か月分 ×4か月分 ×4か月分 ×12か月分

手数料 110 110 110 330

児童費 3,200 3,200 3,100 9,500

100×口数 100×口数 100×口数 100×口数

×4か月分 ×4か月分 ×4か月分 ×12か月分

手数料 110 110 110 330

児童費 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 13,800

積立金 5,500 5,500 6,000 3,000 3,000 2,000 25,000

100×口数 100×口数 100×口数 100×口数 100×口数 100×口数 100×口数

×2か月分 ×2か月分 ×2か月分 ×2か月分 ×2か月分 ×2か月分 ×12か月分

手数料 110 110 110 110 110 110 660

児童費 4,200 4,200 4,100 4,100 4,100 4,100 24,800

積立金 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,000 12,500

100×口数 100×口数 100×口数 100×口数 100×口数 100×口数 100×口数

×2か月分 ×2か月分 ×2か月分 ×2か月分 ×2か月分 ×2か月分 ×12か月分

手数料 110 110 110 110 110 110 660

※　徴収は１～４年生までは６月、５・６年生は９月までです。以降の徴収はありません。

※　PTA会費は年間１２カ月分を徴収ごとに均等に割り振って徴収します。

※　５年生の７～９月に６年生でおこなう自然体験学習の費用を徴収させていただきます。

※　１人１か月あたり１１０円の振替手数料がかかります。振替手数料を含めた金額が残高にないと

　　振替ができませんのでご留意ください。

※　万が一、残高不足で振替ができなかった場合は後日、現金での徴収になります。トラブルを避けるためにも

　　口座振替時に残高不足にならないよう振替日前営業日までに残高の確認をおねがいします。

２　年

令和３年度学校徴収金口座振替一覧表

毎月、口座振替日までに残高の確認をおねがいします。

徴　収　月

振　替　日

１　年 ＰＴＡ会費

ＰＴＡ会費

年間の徴収は６月で終了です

年間の徴収は６月で終了です

※　この表の金額は年度当初の予定です。この金額から変更になる場合は別途お知らせします。

３　年

４　年

５　年

６　年

ＰＴＡ会費

ＰＴＡ会費

ＰＴＡ会費

ＰＴＡ会費

年間の徴収は６月で終了です

年間の徴収は６月で終了です


